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INFORMATION INFORMATION

広
報
と
よ
こ
ろ

役
場
だ
よ
り

▽
生
活
・
環
境
▽
そ
の
他

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
税
金
▽
福
祉
▽
生
活
・
環
境

役
場
だ
よ
り

家
屋
異
動
調
査
を
行
い
ま
す

家
屋
異
動
調
査
を
行
い
ま
す

家
屋
異
動
の
調
査
を
実
施
し
ま
す
の
で
、

該
当
さ
れ
る
方
は
直
接
お
電
話
で
ご
連
絡
、

ま
た
は
役
場
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

新
築
・
増
改
築
家
屋
▽
令
和
５
年
１
月
２
日
か

ら
現
在
ま
で
に
、新
築
ま
た
は
増
改
築
を
し

た
建
物
お
よ
び
現
在
建
築
中
ま
た
は
建
築

予
定
で
令
和
６
年
１
月
１
日
ま
で
に
完
成

見
込
み
の
建
物
。

滅
失
家
屋
▽
令
和
５
年
１
月
２
日
か
ら
現
在
ま

で
に
、取
り
壊
し
た
建
物
ま
た
は
令
和
６
年

１
月
１
日
ま
で
に
取
り
壊
す
予
定
の
建
物
。

所
有
者
が
変
更
し
た
家
屋
▽
売
買
、
相
続
、

贈
与
な
ど
で
所
有
者
が
変
更
し
た
建
物
。

家
屋
の
種
類
▽
居
宅
、店
舗
、事
務
所
、車
庫
、

物
置
、畜
舎
、倉
庫
等
す
べ
て
の
建
物
。

そ
の
他
▽
該
当
家
屋
の
評
価
に
係
る
実
地
調

査
の
日
程
に
つ
い
て
は
、後
日
個
別
に
連
絡
し

ま
す
。

役
場
住
民
課
資
産
税
係
☎（
574
）２
２
１
３

ひ
と
り
親
家
庭
の
無
料
法
律
相
談
会

ひ
と
り
親
家
庭
の
無
料
法
律
相
談
会

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん
・
お
父
さ
ん

が
、
養
育
費
の
取
り
決
め
や
離
婚
前
後
の
問

題
、
各
種
債
務
の
返
済
等
、
解
決
困
難
な
事

例
に
つ
い
て
弁
護
士
に
よ
る
専
門
相
談
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
、無
料
相
談
会
を
行
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

10
月
20
日
（
金
）
13
時
30
分
～
15
時
30
分

帯
広
市
グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
（
帯
広
市
公
園

　

東
町
３
丁
目
９
番
地
１
）

ひ
と
り
親
家
庭
の
お
母
さ
ん
・
お
父
さ
ん

４
名
（
１
人
30
分
）
※
先
着
順

参
加
費
・
託
児
▽
無
料
（
※
事
前
申
込
み

が
必
要
）

申
込
締
切
▽
10
月
10
日
（
火
）

帯
広
市
社
会
福
祉
協
議
会 
母
子
家
庭
等

就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
（
〒
０
８
０

‐
０
８
４
７
帯
広
市
公
園
東
町
３
丁
目
９

番
地
１
帯
広
市
グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
）
☎

０
１
５
５
（
20
）
７
７
５
１

boshi@
obihiro-shakyo.jp

な
ん
で
も
相
談
カ
フェ

な
ん
で
も
相
談
カ
フェ

　

健
康
、
介
護
、
福
祉
等
の
こ
と
で
知
り
た

い
こ
と
、
生
活
の
中
で
の
心
配
ご
と
を
話
し

て
み
ま
せ
ん
か
？

　

何
か
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
保
健

師
、
社
会
福
祉
協
議
会
職
員
が
常
駐
し
ま
す

の
で
、
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

10
月
10
日
（
火
）
13
時
30
分
～
15
時

※
毎
月
第
３
週
目
の
火
曜
日
を
基
準
に
開
設

し
ま
す
。

福
祉
活
動
拠
点
施
設　

ひ
だ
ま
り
交
流
館

無
料
（
施
設
内
の
カ
フ
ェ
で
の
注
文
は
有

料
で
す
）

福
祉
課
福
祉
係　

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
（
574
）
２
２
１
４

と
か
ち
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン

と
か
ち
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン

タ
ー
生
活
・
仕
事
相
談
会

タ
ー
生
活
・
仕
事
相
談
会

日
常
生
活
や
仕
事
な
ど
、
心
配
ご
と
や
悩

み
ご
と
の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

10
月
５
日
（
木
）
12
時
30
分
～
14
時
20
分

え
る
夢
館
２
階
交
流
室
Ｃ
（
豊
頃
町
茂
岩

　

本
町
１
６
６
番
地
）

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
、
生
活
・
仕
事
に

　

お
困
り
の
方
（
秘
密
厳
守
・
相
談
料
無
料
）

申
込
締
切
▽
10
月
４
日
（
水
）
ま
で

※
事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

と
か
ち
生
活
あ
ん
し
ん
セ
ン
タ
ー

☎
０
１
５
５
（
66
）
７
１
１
２

０
１
５
５
（
66
）
７
１
１
３

anshin@
tokachi18.hokkaido.jp

「
と
よ
こ
ろ
消
費
生
活
塾
」
受
講

「
と
よ
こ
ろ
消
費
生
活
塾
」
受
講

者
募
集

者
募
集

高
額
な
振
り
込
め
詐
欺
や
商
品
の
不
適
切

な
表
示
な
ど
消
費
生
活
に
関
す
る
様
々
な
問

題
が
発
生
す
る
中
、
消
費
生
活
の
分
野
に
関

し
て
、
必
要
な
基
礎
知
識
や
最
新
の
情
報
を

テ
ー
マ
と
し
た
講
座
を
開
催
し
ま
す
の
で
、

関
心
の
あ
る
方
は
、お
気
軽
に
受
講
く
だ
さ
い
。

10
月
31
日
（
火
）
14
時
30
分
～
15
時
40
分

　

※
毎
月
１
回
実
施
予
定

役
場
１
階
会
議
室

テ
ー
マ
▽
身
近
に
ひ
そ
む
危
険

講
師
▽
上
村
正
子
氏

定
員
▽
若
干
名

無
料

前
日
ま
で
に
役
場
住
民
課
生
活
環
境
係

　
（
☎（
574
）２
２
１
３
）へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
次
回
は
11
月
28
日
（
火
）、テ
ー
マ
『
知
っ

て
お
き
た
い
社
会
保
障
と
公
的
支
援
』
を

予
定

人
権
相
談
に
つ
い
て

人
権
相
談
に
つ
い
て

　

人
権
と
は
、
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
て
い

く
権
利
で
、
全
て
の
人
が
持
っ
て
い
る
権
利
で

す
が
、
現
実
に
は
人
権
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題

（
Ｄ
Ｖ
、
い
じ
め
、
差
別
、
離
婚
、
隣
近
所
の

も
め
ご
と
な
ど
）
が
起
き
て
お
り
、
こ
れ
ら
を

解
決
す
る
た
め
、
人
権
擁
護
委
員
が
皆
さ
ん

の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
内
容
の
秘
密
は

守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お
困
り
の
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
一
人
で
悩
ま
ず
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

10
月
17
日
（
火
）
13
時
30
分
～
16
時

役
場
１
階
会
議
室
※
別
室
の
個
別
相
談
も

可
能
で
す
。

相
談
委
員
▽
羽
賀
智
子
氏
▽
中
野
稔
氏
▽

鳥
宮
彰
子
氏

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

1010
月月
1616
日（
月
）～

日（
月
）～
2222
日（
日
）は

日（
日
）は

行
政
相
談
週
間

行
政
相
談
週
間

　

役
所
の
仕
事
に
つ
い
て
納
得
で
き
な
い
こ

と
、
ご
意
見
ご
要
望
な
ど
が
あ
れ
ば
、
お
気

軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

相
談
委
員
▽
髙
倉
明
氏（
茂
岩
末
広
２
０
２
―
６

☎
（
574
）
２
２
９
１
）

【
定
例
相
談
所
】

10
月
17
日
（
火
）
13
時
30
分
～
16
時

役
場
１
階
会
議
室
※
別
室
で
の
個
別
相
談

も
可
能
で
す
。

備
考
▽
釧
路
行
政
評
価
分
室
で
も
、
相
談
を

受
付
け
て
い
ま
す
。『
行
政
苦
情
１
１
０
番
』

全
国
共
通
☎
０
５
７
０
（
09
）
０
１
１
０

消
費
者
生
活
相
談
に
つ
い
て

消
費
者
生
活
相
談
に
つ
い
て

契
約
や
買
い
物
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
消
費
生
活
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
。

10
月
31
日
（
火
）
11
時
30
分
～
14
時
30
分

役
場
１
階
会
議
室

相
談
員
▽
上
村
正
子
氏

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

豊
頃
町
で
開
催
！

豊
頃
町
で
開
催
！

秋
の
道
東
一
斉
す
ず
ら
ん
無
料
法
律
相
談

秋
の
道
東
一
斉
す
ず
ら
ん
無
料
法
律
相
談

　

弁
護
士
が
、
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
無
料
で

法
律
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

10
月
20
日
（
金
）
13
時
～
16
時

※
事
前
予
約
が
必
要
で
す
（
先
着
６
名
）

役
場
１
階
会
議
室

相
談
内
容
▽
金
銭
貸
借
、
売
掛
金
の
回
収
、

事
故
、
離
婚
、
相
続
な
ど
、
法
律
相
談
全
般
。

※
相
談
者
は
、
相
談
内
容
に
関
す
る
資
料

（
契
約
書
、
登
記
簿
の
写
し
等
）
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

10
月
２
日
（
月
）
か
ら
、
役
場
住
民
課
生

活
環
境
係
☎
（
574
）
２
２
１
３
で
予
約
を
受

付
け
ま
す
。

運
転
免
許
更
新
時
講
習

運
転
免
許
更
新
時
講
習

10
月
５
日
（
木
）

▽
優
良
13
時
15
分
～
▽
違
反
13
時
55
分
～

　

※
受
付
は
30
分
前
か
ら
行
い
ま
す
。

え
る
夢
館
２
階
視
聴
覚
室

公
安
委
員
会
か
ら
送
付
さ
れ
た
更
新
連
絡

書
に
よ
り
、
池
田
警
察
署
で
更
新
手
続
き
を

終
了
さ
れ
た
方

詳
細
▽
豊
頃
町
で
行
わ
れ
る
講
習
月
は
偶
数

月
▽
種
別
は
「
優
良
」（
13
時
15
分
～
）、「
違

反
」（
13
時
55
分
～
）
の
み
▽
「
一
般
」
ま

た
は
「
初
回
」
を
受
講
さ
れ
る
方
は
、
池
田

会
場
等
で
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。
▽
次
回
の

講
習
予
定
は
12
月
５
日
（
火
）
で
す
。

■参考～町外実施会場

会　　場 日　　時

池田会場
（西部地域コミセン）
池田町字利別東町 12− 11
☎（579）2138

10 月 3日（火）
11 月 7日（火）
違反 10:00
優良 13:00
一般 13:40

初回 14:50（10月のみ）

浦幌会場
（中央公民館）

浦幌町字桜町15番地5
☎（576）3095

11 月 10 日（金）
優良 13:30
違反 14:10

注）十勝池田警察署管内

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

く
り
り
ん
セ
ン
タ
ー
休
館
日
の

く
り
り
ん
セ
ン
タ
ー
休
館
日
の

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

　

10
月
９
日
（
月
）『
10
月
の
第
２
月
曜
日
』

は
、く
り
り
ん
セ
ン
タ
ー
点
検
整
備
の
た
め
、

休
館
日
と
な
り
ま
す
。
ご
み
の
持
込
み
は
で

き
ま
せ
ん
。

十
勝
圏
複
合
事
務
組
合
く
り
り
ん
セ
ン

タ
ー
（
帯
広
市
西
24
条
北
４
丁
目
１
番
地
）

☎
０
１
５
５
（
37
）
３
５
５
０

1010
月月
1515
日（
日
）～

日（
日
）～
3131
日（
火
）秋
の
全

日（
火
）秋
の
全

道
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す

道
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す

【
統
一
標
語
】

『
火
を
消
し
て
　
不
安
を
消
し
て
　
つ
な
ぐ
未
来
』

　

こ
れ
か
ら
の
時
期
は
、
朝
晩
の
冷
え
込
み

が
日
ご
と
に
増
し
、
ス
ト
ー
ブ
な
ど
暖
房
器

具
を
使
用
す
る
機
会
が
多
く
な
り
、
住
宅
火

災
な
ど
が
多
く
発
生
し
て
き
ま
す
。

　

火
災
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
も
の
は
、
家
や

家
財
ば
か
り
で
な
く
、
時
に
は
尊
い
命
ま
で

も
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
悲
惨
な
火
災
を
未

然
に
防
ぐ
た
め
、
消
防
署
で
は
秋
の
全
道
火

災
予
防
運
動
を
行
い
ま
す
。

　

家
族
や
職
場
で
は
火
災
の
発
生
を
想
定

し
、
通
報
・
避
難
・
消
火
方
法
等
に
つ
い
て

話
し
合
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

【
重
点
目
標
】

①
暖
房
器
具
の
取
付
け
時
お
よ
び
使
用
時
に

は
点
検
整
備
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

②
暖
房
器
具
な
ど
を
使
用
し
た
と
き
は
、
最

後
ま
で
責
任
を
持
っ
て
取
扱
い
ま
し
ょ
う
。

③
家
の
周
り
に
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
を
置

か
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

【
期
間
中
サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す
】

　

火
災
予
防
運
動
期
間
中
、
防
火
意
識
の
高

揚
の
た
め
、
午
前
７
時
か
ら
30
秒
間
サ
イ
レ

ン
を
吹
鳴
し
ま
す
。

豊
頃
消
防
署
☎
（
574
）
２
３
１
０


